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「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」の一部改正 

新旧対照表 

改      正      後 改      正      前 

 目 次 （略） 

 

Ⅰ 大気汚染状況の常時監視の目的 

都道府県及び政令市（以下「都道府県等」という。）において継続的に大

気汚染に係る測定を実施することにより、地域における大気汚染状況、発

生源の状況及び高濃度地域の把握、汚染防止対策の効果の把握等を行うと

ともに、全国的な汚染動向、汚染に係る経年変化等を把握し、もって国民

の健康の保護及び生活環境の保全のための大気汚染防止対策の基礎資料と

することを目的とする。 

 

Ⅱ 窒素酸化物、浮遊粒子状物質等に係る常時監視 

 

１． （略） 

 

２．測定局の数及び配置 

（１）測定局数 

上記１．の測定対象に係る大気汚染状況を常時監視するための測定設備

が設置されている施設を測定局という。都道府県と政令市は、協議の上、

それぞれ当該都道府県（政令市の区域を除く。）又は当該政令市における測

定項目ごとの望ましい測定局数の水準を決定するものとする。望ましい測

定局数の水準は、以下のアに規定する全国的視点から必要な測定局数に、

以下のイに規定する地域的視点から必要な測定局数を加えて算定する。 

 

注）望ましい測定局数の水準は、大気汚染による人の健康の保護及び生

活環境の保全の見地から定めるものであることから、車道局など、人

が通常生活していない地域又は場所に配置され、環境基準の達成状況

 目 次 （略） 

 

Ⅰ 大気汚染状況の常時監視の目的 

都道府県等において継続的に大気汚染に係る測定を実施することによ

り、地域における大気汚染状況、発生源の状況及び高濃度地域の把握、汚

染防止対策の効果の把握等を行うとともに、全国的な汚染動向、汚染に係

る経年変化等を把握し、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全のた

めの大気汚染防止対策の基礎資料とすることを目的とする。 

 

 

Ⅱ 窒素酸化物、浮遊粒子状物質等に係る常時監視 

 

１． （略） 

 

２．測定局の数及び配置 

（１）測定局数 

上記１．の測定対象に係る大気汚染状況を常時監視するための測定設備

が設置されている施設を測定局という。都道府県は、政令市と協議の上、

当該都道府県における測定項目ごとの望ましい測定局数の水準を決定する

ものとする。望ましい測定局数の水準は、以下のアに規定する全国的視点

から必要な測定局数に、以下のイに規定する地域的視点から必要な測定局

数を加えて算定する。 

 

注）望ましい測定局数の水準は、大気汚染による人の健康の保護及び生

活環境の保全の見地から定めるものであることから、車道局など、人

が通常生活していない地域又は場所に配置され、環境基準の達成状況
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改      正      後 改      正      前 

の判断に使用されない測定局の数は含まないものとする。また、地域

全体の大気汚染状況を把握するための数を示すものであることから、

以下のような特殊な目的を有する測定局の数も含まないものとする。 

・特定発生源による突発的かつ高濃度の汚染の把握 

 

ア 全国的視点から必要な測定局数の算定 

① 人口及び可住地面積による算定 

大気汚染物質に係る環境基準又は指針値等（以下「環境基準等」と

いう。）は、人の健康の保護の見地から設定されたものである。したが

って、大気汚染物質の人への曝露の指標となる以下の人口基準及び可

住地面積（総面積から林野面積及び湖沼面積を差し引いたもの。）基準

で算定された都道府県等ごとの測定局数のうち、数の少ない方を都道

府県等ごとの基本的な測定局数とする。 

(a) 人口 10 万人当たり１つの測定局を設置する。 

(b) 可住地面積 33 km2当たり１つの測定局を設置する。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて

幾つかの地域に細分化した上で、その地域区分ごとに測定局数の調整

を行うこともできることとする。 

② 環境濃度レベルに対応した測定局数の調整 

都道府県等の測定局のうち、過去３年程度の間において、測定項目

ごとに環境基準等の評価指標で最高値を示した測定局の当該最高値を

以下のように区分し、「高」に該当する測定局を有する都道府県等にあ

っては①で算定された数を、「中」に該当する測定局を有する都道府県

等にあっては①で算定された数の概ね 1/2 の数を、「低」に該当する測

定局を有する都道府県等にあっては①で算定された数の概ね 1/3 の数

を測定項目ごとの測定局数とする。 

「高」：環境基準等を未達成又は達成しているが、基準値の７割を超

える。 

「中」：環境基準等を達成しているが、基準値の３割を超え、かつ、

７割以下。 

の判断に使用されない測定局の数は含まないものとする。また、地域

全体の大気汚染状況を把握するための数を示すものであることから、

以下のような特殊な目的を有する測定局の数も含まないものとする。 

・特定発生源による突発的かつ高濃度の汚染の把握 

 

ア 全国的視点から必要な測定局数の算定 

① 人口及び可住地面積による算定 

大気汚染物質に係る環境基準又は指針値等（以下「環境基準等」と

いう。）は、人の健康の保護の見地から設定されたものである。したが

って、大気汚染物質の人への曝露の指標となる以下の人口基準及び可

住地面積（総面積から林野面積及び湖沼面積を差し引いたもの。）基準

で算定された都道府県ごとの測定局数のうち、数の少ない方を都道府

県ごとの基本的な測定局数とする。 

(a) 人口 75,000 人当たり１つの測定局を設置する。 

(b) 可住地面積 25 km2当たり１つの測定局を設置する。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて

幾つかの地域に細分化した上で、その地域区分ごとに測定局数の調整

を行うこともできることとする。 

② 環境濃度レベルに対応した測定局数の調整 

都道府県の測定局のうち、過去３年程度の間において、測定項目ご

とに環境基準等の評価指標で最高値を示した測定局の当該最高値を以

下のように区分し、「高」に該当する測定局を有する都道府県にあって

は①で算定された数を、「中」に該当する測定局を有する都道府県にあ

っては①で算定された数の概ね 1/2 の数を、「低」に該当する測定局を

有する都道府県にあっては①で算定された数の概ね 1/3 の数を測定項

目ごとの測定局数とする。 

「高」：環境基準等を未達成又は達成しているが、基準値の７割を超

える。 

「中」：環境基準等を達成しているが、基準値の３割を超え、かつ、

７割以下。 
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改      正      後 改      正      前 

「低」：環境基準等を達成し、かつ、基準値の３割以下。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて

幾つかの地域に細分化した上で、その地域区分ごとに上記の環境濃度

レベルに対応した測定局数の調整を行うこともできることとする。 

注）調整の結果により、測定局の移設、統廃合又は廃止を行う場合

は、測定データの継続性の確保、地域の代表性を考慮した効率的

な測定等に留意することとする。 

③ 測定項目の特性に対応した測定局数の調整 

(a) 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及び二酸化窒素 

①及び②で算定された数を測定局数とする。 

ただし、自動車 NOx･PM 法により定めた対策地域を含む都道府

県等にあっては、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素は、①及び②で算

定された数の概ね 4/3 の数を測定局数とする。 

また、光化学オキシダントの注意報が発令されていない都道府県

等にあっては、光化学オキシダントは、①及び②で算定された数の

概ね 2/3 の数を測定局数とする。 

(b) 、(c) （略） 

 

イ 地域的視点から必要な測定局数の算定 

① （略） 

② 社会的状況の勘案 

（略） 

(a)  （略） 

(b) 当該都道府県等以外からの越境汚染による影響への対応 

当該都道府県等以外からの越境汚染等が季節や気象条件により当

該都道府県等又は地域に与える影響を考慮して、測定局を配置する。 

(c) ～(f) （略） 

③ （略） 

 

（２）測定局の配置 

「低」：環境基準等を達成し、かつ、基準値の３割以下。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて

幾つかの地域に細分化した上で、その地域区分ごとに上記の環境濃度

レベルに対応した測定局数の調整を行うこともできることとする。 

注）調整の結果により、測定局の移設、統廃合又は廃止を行う場合

は、測定データの継続性の確保、地域の代表性を考慮した効率的

な測定等に留意することとする。 

③ 測定項目の特性に対応した測定局数の調整 

(a) 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント及び二酸化窒素 

①及び②で算定された数を測定局数とする。 

ただし、自動車 NOx･PM 法により定めた対策地域を含む都道府

県にあっては、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素は、①及び②で算定

された数の概ね 4/3 の数を測定局数とする。 

また、光化学オキシダントの注意報が発令されていない都道府県

にあっては、光化学オキシダントは、①及び②で算定された数の概

ね 2/3 の数を測定局数とする。 

(b) 、(c) （略） 

 

イ 地域的視点から必要な測定局数の算定 

① （略） 

② 社会的状況の勘案 

（略） 

(a)  （略） 

(b) 当該都道府県以外からの越境汚染による影響への対応 

当該都道府県以外からの越境汚染等が季節や気象条件により当該

都道府県又は地域に与える影響を考慮して、測定局を配置する。 

(c) ～(f) （略） 

③ （略） 

 

（２）測定局の配置 
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改      正      後 改      正      前 

（１）の規定により算定された測定局数は、都道府県等ごとの望ましい

測定局の総数を示したものであり、具体的に測定局をどの地点に配置する

かについては、測定局数を算定した際の全国的及び地域的視点を踏まえ、

各都道府県等において適切に決定する。測定局は以下の２つの種類に区分

されるが、それぞれの配置についても、以下に記載する点を考慮しつつ、

地域の実情に応じて決定することとする。 

①、② （略） 

 

（３） （略） 

 

３～８． （略） 

 

Ⅲ （略） 

 

Ⅳ 有害大気汚染物質等に係る常時監視 

 

１． （略） 

 

２．測定地点の数及び選定 

（１） （略） 

 

（２）測定地点数 

都道府県と政令市は、協議の上、それぞれ当該都道府県（政令市の区域

を除く。）又は当該政令市における望ましい測定地点数の水準を決定するも

のとする。望ましい測定地点数の水準は、全国標準監視地点と地域特設監

視地点のそれぞれについて、以下のとおり算定する。 

① 全国標準監視地点の測定地点数の算定 

ア 人口及び可住地面積による測定地点数の算定 

有害大気汚染物質並びに水銀及びその化合物（以下「有害大気汚

染物質等」という。）による大気汚染の防止に関する施策その他の措

（１）の規定により算定された測定局数は、都道府県ごとの望ましい測

定局の総数を示したものであり、具体的に測定局をどの地点に配置するか

については、測定局数を算定した際の全国的及び地域的視点を踏まえ、各

都道府県及び政令市において適切に決定する。測定局は以下の２つの種類

に区分されるが、それぞれの配置についても、以下に記載する点を考慮し

つつ、地域の実情に応じて決定することとする。 

①、② （略） 

 

（３） （略） 

 

３～８． （略） 

 

Ⅲ （略） 

 

Ⅳ 有害大気汚染物質等に係る常時監視 

 

１． （略） 

 

２．測定地点の数及び選定 

（１） （略） 

 

（２）測定地点数 

都道府県は、政令市と協議の上、当該都道府県における望ましい測定地

点数の水準を決定するものとする。望ましい測定地点数の水準は、全国標

準監視地点と地域特設監視地点のそれぞれについて、以下のとおり算定す

る。 

① 全国標準監視地点の測定地点数の算定 

ア 人口及び可住地面積による測定地点数の算定 

有害大気汚染物質並びに水銀及びその化合物（以下「有害大気汚

染物質等」という。）による大気汚染の防止に関する施策その他の措
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改      正      後 改      正      前 

置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康への被害

が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければ

ならない。このような基本的な考え方に基づき、有害大気汚染物質

等の人への曝露の指標となる以下の人口基準及び可住地面積（総面

積から林野面積及び湖沼面積を差し引いたもの。）基準で算定された

都道府県等ごとの測定地点数のうち、数の少ない方を都道府県等ご

との基本的な測定地点数とする。 

（a）人口 75,000 人当たり１つの測定地点を選定する。 

（b）可住地面積 25km2当たり１つの測定地点を選定する。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じ

て幾つかの地域に細分化した上で、その地域区分ごとに測定地点数

の調整を行うこともできることとする。 

イ、ウ （略） 

② （略） 

 

（３）測定地点の選定 

（２）の規定により算定された測定地点数は、都道府県等ごとの望まし

い測定地点の総数を示したものであり、具体的に測定地点をどこに選定す

るかについては、測定地点数を算定した際の全国的及び地域的視点を踏ま

え、各都道府県等において適切に決定する。測定地点は、測定項目ごとに

以下の３つの種類に区分されるが、それぞれの配置についても、以下に記

載する点を考慮しつつ、地域の実情に応じて決定することとする。 

①～③ （略） 

 

（４）、（５） （略） 

 

３～８． （略） 

 

別添 （略） 

 

置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康への被害

が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければ

ならない。このような基本的な考え方に基づき、有害大気汚染物質

等の人への曝露の指標となる以下の人口基準及び可住地面積（総面

積から林野面積及び湖沼面積を差し引いたもの。）基準で算定された

都道府県ごとの測定地点数のうち、数の少ない方を都道府県ごとの

基本的な測定地点数とする。 

（a）人口 75,000 人当たり１つの測定地点を選定する。 

（b）可住地面積 25km2当たり１つの測定地点を選定する。 

なお、都道府県等を発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じ

て幾つかの地域に細分化した上で、その地域区分ごとに測定地点数

の調整を行うこともできることとする。 

イ、ウ （略） 

② （略） 

 

（３）測定地点の選定 

（２）の規定により算定された測定地点数は、都道府県ごとの望ましい

測定地点の総数を示したものであり、具体的に測定地点をどこに選定する

かについては、測定地点数を算定した際の全国的及び地域的視点を踏まえ、

各都道府県及び政令市において適切に決定する。測定地点は、測定項目ご

とに以下の３つの種類に区分されるが、それぞれの配置についても、以下

に記載する点を考慮しつつ、地域の実情に応じて決定することとする。 

①～③ （略） 

 

（４）、（５） （略） 

 

３～８． （略） 

 

別添 （略） 
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改      正      後 改      正      前 

附則（平成１７年６月２９日） 

「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に

関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１７７号、

環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

附則（平成１９年３月２９日） 

平成１７年６月２９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づ

く大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３

年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

附則（平成２２年３月３１日） 

１．平成１９年３月２９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基

づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成

１３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により

改める。 

 

２．Ⅲの２．（１）の算定方法については、蓄積された観測値により把握され

る濃度の地域分布や経年変化等についての検討を行い、この通知の施行後

３年を目途に見直しを行うこととする。 

 

附則（平成２３年７月１日） 

１．平成２２年３月３１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基

づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成

１３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により

改める。 

２．本通知は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

附則（平成２５年８月３０日） 

１．平成２３年７月１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づ

く大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１

附則（平成１７年６月２９日） 

「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に

関する事務の処理基準について（平成１３年５月２１日環管大第１７７号、

環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

附則（平成１９年３月２９日） 

平成１７年６月２９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づ

く大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３

年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

附則（平成２２年３月３１日） 

１．平成１９年３月２９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基

づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成

１３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により

改める。 

 

２．Ⅲの２．（１）の算定方法については、蓄積された観測値により把握され

る濃度の地域分布や経年変化等についての検討を行い、この通知の施行後

３年を目途に見直しを行うこととする。 

 

附則（平成２３年７月１日） 

１．平成２２年３月３１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基

づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成

１３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により

改める。 

２．本通知は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

附則（平成２５年８月３０日） 

１．平成２３年７月１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づ

く大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１
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改      正      後 改      正      前 

３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改

める。 

 

２．本通知は、平成２６年４月１日から適用する。ただし、本通知の適用に

より、測定地点数や各測定地点の測定項目数が大幅に変動する場合にあっ

ては、平成２６年度から３年を目途に測定地点や測定項目の見直しを行う

ことで良い。 

 

附則（平成２８年９月２６日） 

 本通知は、平成３０年４月１日（水銀に関する水俣条約が日本国について

効力を生ずる日が平成３０年４月１日後となる場合には、当該条約が日本

国について効力を生ずる日）から適用する。 

 

附則（令和４年３月３１日） 

１．平成２８年９月２６日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基

づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成

１３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により

改める。 

 

附則（令和５年１１月９日） 

１．令和４年３月３１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づ

く大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１

３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改

める。 

 

２．本通知は、令和６年４月１日から適用する。ただし、クロム及び三価ク

ロム化合物並びに六価クロム化合物については、当分の間、有害大気汚染物

質測定方法マニュアル」（平成９年２月１２日環大規第２７号、令和５年５月

１９日最終改正）によるクロム及びその化合物の全量（クロム換算値）の測

定をもって代えることができる。 

３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改

める。 

 

２．本通知は、平成２６年４月１日から適用する。ただし、本通知の適用に

より、測定地点数や各測定地点の測定項目数が大幅に変動する場合にあっ

ては、平成２６年度から３年を目途に測定地点や測定項目の見直しを行う

ことで良い。 

 

附則（平成２８年９月２６日） 

 本通知は、平成３０年４月１日（水銀に関する水俣条約が日本国について

効力を生ずる日が平成３０年４月１日後となる場合には、当該条約が日本

国について効力を生ずる日）から適用する。 

 

附則（令和４年３月３１日） 

１．平成２８年９月２６日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基

づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成

１３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により

改める。 

 

附則（令和５年１１月９日） 

１．令和４年３月３１日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づ

く大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１

３年５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改

める。 

 

２．本通知は、令和６年４月１日から適用する。ただし、クロム及び三価ク

ロム化合物並びに六価クロム化合物については、当分の間、有害大気汚染物

質測定方法マニュアル」（平成９年２月１２日環大規第２７号、令和５年５月

１９日最終改正）によるクロム及びその化合物の全量（クロム換算値）の測

定をもって代えることができる。 



8 

 

改      正      後 改      正      前 

 

附則（令和８年５月２９日） 

令和５年１１月９日に改正した「大気汚染防止法第２２条の規定に基づく

大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について（平成１３年

５月２１日環管大第１７７号、環管自第７５号）」は、本通知により改める。 

 

 


